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令和７年度島しょ健康管理支援補助事業の実施について（通知） 

 

日頃から公立学校共済組合の事業に御理解・御協力をいただきありがとうございます。 

公立学校共済組合東京支部では、島しょ地区の所属所に勤務する組合員とその被扶養者の健康保持増進を支

援するため、「島しょ健康管理支援補助事業」を実施しています。 

令和７年度については下記のとおり実施しますので、貴所属組合員へ周知をお願いします。 
 

記 

１ 根拠規定 

  島しょ健康管理支援補助事業実施要綱（令和７年４月１日施行） 

  ※令和７年４月１日より一部改正となります。 

 

２ 主な改正点 

（１）島しょ地区特有の交通事情（悪天候による欠航等）により島外で受診が出来なくなることを防ぐ目的と

して、事由発生日と往路交通機関利用日に１日間隔を設けました。 

（２）事由発生日と交通機関利用日に間隔があることにやむを得ない理由がある場合は、理由書の添付を必須

としました。 

  ※今回新たに理由書の様式を定めました。 

 

３ 申請における注意事項 

（１）本事業の補助対象外となる申請（帰省が目的と思われる受診、治療目的ではない受診等）が散見される

ため、「島しょ健康管理支援補助事業Ｑ＆Ａ」を作成しました。実施要綱及びＱ＆Ａを確認のうえ、適正

な申請をお願いします。 

（２）記載内容や添付書類に不足等がある場合、所属所を通じて確認のお電話を差し上げた上で、追加の書類

提出をお願いすることがあります。判断に迷う場合は、事前に下記担当まで御相談ください。 

 

４ 添付書類 

（１）島しょ健康管理支援補助事業実施要綱（別添１） 

（２）島しょ健康管理支援補助申請書（別添２） 

（３）理由書（別添３） 

（４）島しょ健康管理支援補助事業Ｑ＆Ａ（別添４ ） 

本通知文及び上記添付書類につきましては、令和７年４月１日以降に公立学校共済組合東京支部ホームペ

ージに掲載します。 

https://www.kouritu.or.jp/tokyo/kousei/kanri/shimasho/index.html 

 

 

 

【問合せ先】 

公立学校共済組合東京支部 

福利厚生課 厚生事業担当 

電話：03-5320-6821 

https://www.kouritu.or.jp/tokyo/kousei/kanri/shimasho/index.html

